
業務分類 機能仕様

1 給与 共通 職員情報 支払日が複数ある場合には支払日毎に計算処理が可能であること。

2 現給保障情報が管理できること。

3 扶養情報が管理できること。

4 変動情報が管理できること。

5 旅費情報が管理できること。

6 本人税控除情報が管理できること。

7 振込口座情報が管理できること。

8 共済情報が管理できること。

9 社会保険料情報が管理できること。

10 住民税情報が管理できること。

11 控除情報が管理できること。

12 住民税特徴義務者情報が管理できること。

13 振込口座は３口座以上で、給与、賞与、差額毎に振込方法を設定できること。

14
振込み方法として「全額」「定額」「端数」「項目指定」のいずれかを個人毎に設定できるこ
と。

15 職員データ検索は、職員番号、姓のカナ氏名、名のカナ氏名、所属等で検索可能であること。

16 計算 日割計算情報が管理でき、日割パターンを用意し、日割対象となる支給項目を設定できること。

17
共済等の負担金は企業別・支出会計別のどちらかで計算できるように選択可能なこと。また個人
単位で計算し、事業主負担分と誤差が生じるが、この差分の調整はシステムで自動調整できるこ
と。

18
金融機関提出用のデータが作成可能であり、全銀協フォーマット、郵便局提出用フォーマットの
両方が作成可能であること。

19
計算処理実行中も、給与計算に関わる基本データの更新作業を除き、他の作業を行うことができ
るシステムであること。

20 給料表データをＣＳＶ形式で取り込むことができること。

21 給料表は履歴管理ができること。

22 市町村共済の計算ができること。

23 介護保険料の徴収判定は生年月日から自動判定できること。

24 共済費の育児休業者掛金免除が自動計算できること。

25 共済掛金は、後期高齢者医療対象者の計算も可能なこと。

26 生命保険・個人年金・財形貯蓄等の控除項目が１５０項目まで登録可能なこと。

27 ユーザー側で自由に設定できる支給項目および控除項目がそれぞれ用意されていること。

28
すべての支給・控除項目について当該項目の属性（課税・非課税・差額対象等）管理を行い制度
変更等に対しても柔軟な対応ができること。

29 計算条件（基礎額の選択と計算額の上下限、端数処理等）を利用者が容易に設定できること。

30 計算条件は適用開始・終了日によって制限なく世代管理できること。

31
給料・手当の減額（分限休職、育休・産休、減給、停職、中途採用　退職等）計算条件の世代管
理ができること。

32 社会保険関係の計算条件および標準月額報酬の世代管理ができること。

33
職員毎に適用する給与規程を設定できること（他機関からの出向者などの対応。給料表や率の違
いといったものに限ることとし、給与計算の考え方が根本から異なるものを除く。）。

34 金融機関名等が変更になった場合は一括して変更できること。

35 計算を再処理する場合、復元処理など特別な処理をしなくても、単純再処理できること。

36 未来日での入力された各種情報が未来日以降に自動的に給与計算に反映できること。

37 派遣職員に関する共済組合掛金・負担金の自動計算ができること。

38

給料の一律カットがあった場合に、対象者の条件（職員区分、職名等）でカット率を設定し、
カット後の給料を計算できること。また、給料を基礎として算出を行っている手当・賞与・共済
費単位に使用する金額（カット後・カット前）を設定可能であること。また、この係数は全て適
応範囲（開始・終了）にて履歴管理が可能であること。

39
社会保険料の１円未満の端数については法定の端数処理および任意設定での端数処理ができるこ
と。

40 厚生年金は生年月日により、喪失が自動判定できること。

41 雇用保険の概算・確定保険料申告書の転記資料が作成できる

42 月例及び期末勤勉手当から控除する雇用保険の計算を行うことができる。

43
支給額よりも控除額のほうが大きくなる場合は、対象職員リストが出力できるとともに、該当職
員の控除額について項目単位で控除を停止することができることとする。

44
共済制度改革・人事院勧告・税法改正などシステム変更が必要な場合にシステム改修ができるこ
と。

45 月例・期末勤勉において率等で控除計算ができること。

46 再任用職員（フルタイム・短時間勤務）の計算ができること。

47 財務会計向けの人件費執行データが作成できること。

48 共通帳票 給与支給明細書印刷が可能であること。

49 給与支給明細書に個人別または全職員メッセージの印刷ができること。

50 無給休職中の職員に控除金額があった場合にも明細書が作成可能なこと。

51
給与明細書をメール配信することができる。他システム明細配信機能にもデータ連携できるこ
と。

52 給与金種別表印刷が可能であること。



53 個人別控除内訳書印刷が可能であること。

54 前月からの支給額の増減があった手当を確認できる帳票があること。

55 帳票を印刷する際は、プレビューができること。

56 追加費用負担金科目別集計表印刷が可能であること。

57 科目別社会保険負担金集計表印刷が可能であること。

58 給与台帳は指定した年度の内容で随時印刷できること。

59 過去の支給明細書や帳票が印刷できること。

60 月例 給料月額 給料表からの金額設定と、給料表を使用しない実額設定にも対応していること。

61
初任給
調整手当

支給開始からの在職期間を設定することにより計算できること。

62 調整額 率・定額を設定することで計算ができること。

63 扶養手当 年度替りに生年月日より特定扶養の一括変更ができること。

64 住居手当 借家の場合に家賃より住居手当が算出できるものとし、実額支給も可能であること。

65 管理職手当 職名、級に応じた率及び定額の支給ができること。

66 通勤手当
実額による支給、距離による支給、左記２つの併用による支給が可能であるものとし、課税額・
非課税額の設定が任意に行えること。

67
６か月定期券の支給方法に対応し、支給タイミングが異動年月日からの6ヶ月ごとの支給と月固定
支給の両方に対応可能なこと。

68 前月実績払いにも対応していること。

69
月額特殊
勤務手当

月額固定の特殊勤務手当の算出および定額での支給が行えること。

70
併給することが可能であり、それぞれに支出科目設定ができ、前月実績に対する支給にも対応し
ていること。

71 変動手当
超過勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当は実績年月、支出科目・所属・
各職員ごとに管理ができること。

72 オンライン入力のほか、外部データからの取り込みも可能なこと。

73 支給不足等が発生した場合は、実際の作業した月の単価で計算できること。

74 時間や回数を個人単位および種目ごとで一覧入力できること。

75 超過勤務手当における６０時間超過の計算及び、代休清算の支給に対応していること。

76
超過勤務を定額での支給を可能とし、特定の科目からの支出に対応していること。標準報酬算定
処理時に非固定給には含まない設定が可能であること。

77 特殊勤務手当は回数・日数入力の他に実額での入力も可能なこと。

78 宿日直手当は複数単価の設定、特定の科目からの支出も可能なこと。

79 その他手当 任意の実額の支給が可能なこと。

80 単身赴任手当が支給できること。

81 減額
独自削減措置に対応していること。
級ごとに減額率を設定し昇格時に自動的に減額率を計算できること。

82 育児部分休業の計算が可能で共済費計算もできること。

83
休職、育休等の減額種類別・各支給項目別に減額パターンを登録することで自動的に各手当別の
減額計算ができること。

84 同一職員で複数の減額パターン（休職と欠勤）が発生した場合も処理できること。

85 全額・半額・支給停止の制御ができること。

86
給与情報（給与基本、手当、控除項目）から任意項目を指定した一覧表およびデータ（テキスト
等）に出力ができること。

87 時間での減額ができること。

88 特定職員の級、年齢を自動的に判定し計算できること。

89 所得税 計算方式を電子計算の特例・源泉徴収税額表いずれかを選択可能なこと。

90 特定の職員ついて、指定額の引去りができること。

91 住民税 住民税特別徴収データ（総務省フォーマット）が取込できること。

92 控除項目 システム稼動後でも項目の追加が容易にできること。

93 退職手当組合負担金計算が可能であること。

94
休職などにより、一時的な控除中止の場合、控除の登録を削除したり、控除額を0円にすることな
く中断できること。

95 共済貸付償還金、共済物資控除データ取り込みができること。

96 互助会等の負担金計算にも対応していること。

97 帳票 住民税集計表が市町村毎に印刷できること。

98 退職手当負担金科目別集計表印刷ができること。

99 社会保険該当者の保険料一覧表および集計表が作成できること。

100 時間外手当集計表が科目別、所属別に印刷ができること。

101 期末勤勉 計算 期末・勤勉手当の基礎額は任意に項目の設定ができること。

102 基礎額の設定が月例計算と異なる場合でも対応できること。

103 役職加算の基礎額が任意に設定ができること。

104 役職加算割合が給料表、役職、年齢、勤続年数、個人での設定が行えること。

105 役職加算額は定額でも対応が可能であること。

106 健康保険・厚生年金保険賞与等支払届印刷が可能であること。

107 勤勉手当は、成績に応じて個人毎に支給率を入力することができること。

108 １２月賞与時の源泉徴収税率を一括又は個別に調整できること。

109 派遣職員で勤勉手当が相手先支払でも、期末手当勤勉手当の共済費計算ができること。

110 実態調査 計算 給与実態に必要なデータを年度ごとに履歴管理できること。

111
4月支給時、病休・育休等で日割が発生している場合でも、統計上の対象額は、日割前の満額が自
動的に使用されること（通勤定期分については1月分を使用）。

112 計算対象外（マスタ未登録）職員でも、給与実態調査の基本データが登録できること。



113 総務省から配布される指定統計システム連携用のデータが指定の様式で作成可能であること。

114 実態調査データベースの参照時は、各表・行・列の構成情報（職員情報等）を参照できること。

115 職員を指定することにより、各調査表の該当行・列位置が参照できること。

116
５年ごとの基幹統計調査に対応していること。また基幹統計調査システムに連携するデータが出
力できること。

117 給与実態調査の基本データは、ＣＳＶに全て出力ができること。

118 帳票
給与実態調査表　1,2,5,12,14,15,16,19,20～24,27,28,29,31～39表の各資料が作成できる
こと。

119 年末調整 計算
年税額の算出および徴収済税額との精算を行い、過不足税額を１２月支給の給与・賞与および差
額で精算清算が可能なこと。

120 再年調の計算が処理できること。

121 年末調整の扶養や保険料の控除額が変更になった場合は設定の変更ができること。

122 年末調整の際、年齢や寡婦等の様々なエラーチェックがかかること。

123 算出した追給・返納金額について年末調整に反映が行えること。

124 年末調整処理に必要な情報を一括して取込む機能があること。

125
源泉徴収票を複数年分（５年以上）出力できること。
年末調整結果を履歴管理できること。

126 月例・差額それぞれでの２回計算ができること。

127 帳票 扶養控除等（異動）申告書を印刷できること。

128 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書が印刷できること。

129 保険料控除申告書が出力できること。

130 源泉徴収票印刷が可能であること。

131 源泉徴収票印刷時に受給者交付用のみＡ５用紙サイズで印刷できること。

132 当年退職者の源泉徴収票が随時作成できること。

133 税務署提出用の源泉徴収データが作成できること。

134 総務省フォーマットで市町村提出用の給与支払報告書データが作成できること。

135 eLTAXに連携可能なデータを作成できること。

136 年末調整の内容がＣＳＶ形式で出力可能なこと。

137 給与支払報告書以外に源泉徴収簿および年末調整個人明細票が作成できること。

138 家族情報等から源泉徴収票の摘要欄へ氏名の印字ができること。

139 税務署および市町村へ送付する法定調書の転記資料が作成できること。

140 職員の給与情報には年末調整処理のみに適用する住所を管理することができること。

141 特定の職員を、任意に年末調整対象外とできること。

142 年間の支給額が一定額を超える職員は、システムで年末調整対象外と判断されること。

143 源泉徴収票の摘要欄に、前職の支払金額、徴収税額、社会保険料が表示できること。

144 共済 組合員申告データの作成が可能であること。

145 定時決定、随時改定による標準報酬算定ができること。

146 定時決定、随時改定処理時に保険者算定ができること。

147 派遣職員等で派遣先で支給された金額も含めて標準報酬の算定ができること。

148 保険者算定組合員の同意書が印刷できること。

149 共済報告明細書データの作成が可能であること。

150 期末手当等報告データの作成が可能であること。

151 社会保険 算定処理の結果により社会保険料改定が可能であること。

152 被保険者資格取得届印刷が可能であること。

153 被保険者資格喪失届印刷が可能であること。

154 社会保険資格取得届出ＦＤ作成が可能であること。

155 被保険者報酬月額算定基礎届印刷が可能であること。

156 被保険者報酬月額変更届印刷が可能であること。

157 算定基礎・月額変更で決定した等級を該当職員の社会保険の等級に反映できること。

158 家族情報 扶養親族の情報を生年月日を含め管理し、扶養手当、年末調整などに連携すること。

159 扶養申告非該当の扶養についても登録できること。

160 改定差額 差額計算を行う範囲を任意に設定が行えること。

161 給料表や各種手当の改定による差額計算が行えること。

162 差額対象となる項目は任意に設定できること。

163 変動手当は実際に支払われた科目からの差額支給が可能であること。

164 給料、手当等の計算条件を新ベースに切り替えるための指示が容易に行えること。

165 プラス勧告による支給だけではなくマイナス勧告にも対応できること。

166 予算決算 当初予算処理と補正予算処理を平行して処理できること。

167 給与計算処理と各予算処理が平行して処理できること。

168
昇給予定、給与改定、退職者を考慮し、基準日現在で、新年度および現年度の個人別、費目別決
算見込みを積算し、当初・補正予算の算定ができること。この場合、負担金も対象となっている
こと。

169 定期昇給及び昇格予定のデータが連携され補正予算額を作成できること。

170 年度内の採用や退職がある場合は、それらも加味した予算案が作成できること。

171 次年度の新規採用者見込みのデータを登録し、当初予算の計算結果に反映できること。

172 時間外等の実績データは支給月での計算ではなく実績月での計算が可能であること。

173 予算の計算を行う範囲を任意に設定ができること。

174 予算用に給料表を独自に設けることが可能であること。

175
人件費の見積もりに関する帳票は金額の表示を「円単位」、「千円未満の丸め」の選択が行える
こと。



176 予算用に昇給・昇格の予定データを任意に設定が行うことが可能であること。

177 給与改定予定される場合、補正予算処理で改定前と改定後の差額を算出できること。

178
支給済累積額と執行見込額の累積額により補正予算額を作成すること。また、執行見込額は給与
支給計算と同等の精度（高精度）とすること。

179
予算計算は、月々基礎データの修正を行い１ヶ月単位で金額の変更を行いながら月単位で計算処
理を実行できること。

180 共済負担金率が年度途中に変更がある場合にも対応可能なこと。

181 共済負担金・退手負担金については個人相当額の把握ができること。

182 人件費積算の計算処理は、何度も行うことが可能なこと。

183
人件費（給料・職員手当・負担金）が個人別・科目別に一覧表が作成可能なこと。また、データ
をCSVで出力可能なこと。

184 補正予算の積算は、任意の時点（人事院勧告、人事異動、給与制度変更時等）でできること。

185 当初・補正予算ともに給与費明細書の参考資料が作成できること。

186 共済組合追加費用の積算ができること。

187 給与計算に使用している手当・控除等をベースに将来の設定ができる

188 １０年分の人件費予想額が計算できる。（社会保険料率の設定もできること）

189 決算統計の資料として年間の支払実績値に関するデータの作成が可能であること。

190 臨時職員 日給・時間給者の単価は１ヶ月あたり複数対応できること。

191 日給・時間給者の通勤手当は実績（回数）に対応できること。

192
月給者の場合でも前月実績払いに対応できる（採用月に職員情報を登録しても支給されない）こ
と。

193 賃金の支出科目を複数設定できること。

194 勤務実績を外部データから取込むことができること。

195 社会保険事務所に提出する基礎届の基礎日数も履歴管理できること。

196
年末調整時に職員の名寄せ処理ができること。
同一人物で複数個人番号を持つものについて給与支払額，社会保険料及び源泉徴収税額を合算
し，１つの個人番号で年末調整が行える機能を有すること。

197 管理
システムの操作については、操作員の個人識別コードとパスワードの入力で特定できること。パ
スワードは原則８桁以上の英小文字記号を含めた英数字で設定できること。

198 操作者のパスワードは、任意に変更が可能なこと。

199 人事給与システムの操作者の利用権限は、職員ごとに区分可能なシステムであること。

200
いつ、どこで、だれが、何を、見た（更新した）などのアクセスログを取得しているシステムで
あること。

201 全ての帳票は電子保存が可能なこと。

202
全ての帳票はプレビューが可能であり、プレビュー内での文字列による検索、特定頁の印刷など
が行えること。

203
基本情報（職員情報等のマスタデータ）は一元管理され、将来的に他のシステムと連携が可能な
システムであること。

204
EUC機能により、任意の項目についてデータ抽出ができ、Excel等の表計算ソフトで、データの
検索及び利活用ができること。



業務分類 機能仕様

1 人事 台帳 基本情報
職員の検索は、所属、役職、氏名等の複数条件で行えること。また、職員番号の入力が必要な個
所から当該処理を呼び出すことができ、呼び元に反映ができること。

2 給与の支給を行わない職員（人員）を登録できること。

3 職員ごとに顔写真を登録できること。

4 職員情報に登録された顔写真をサムネイル形式で表示できること。

5 顔写真付きの人事台帳の作成が行えること。

6 顔写真付の身分証明証を発行できること。

7 氏名は履歴管理できること。管理項目は漢字、カナ、ローマ字とする。

8 氏名の履歴から本名、通称名、旧氏名を指定できること。

9 個人情報 学歴は、学校、学部、専攻科の管理が可能であること。

10
学歴入力時、修学期間、学校名、学部・専攻科、卒業・中退等を入力することで、最終学歴・最
終学歴修退年月日が自動決定すること。また、最終学歴とは別に基準（採用）学歴の管理も可能
であること。

11
採用前の経歴には換算率を設定でき、調整月数を自動算出できること。
調整月数は初任給、昇給、退職手当に反映させられること。また、各反映先を選択することも可
能であること。

12
採用前の経歴情報 (期間、勤務先名称、所在地、職種、換算率、換算月数等)  が件数の制限なく管
理できること。

13
資格免許は、発行日、有効期限、資格番号、発行元等が登録できること。また、有効期限のない
資格免許については無期限等の考慮が施されていること。

14
資格、発行元はコード化されていることを基本とするが、コード化が不要なものは、直接名称を
入力できること。また、コード選択した名称も手入力により上書が可能であること。

15 家族情報は1人ひとり氏名・生年月日・続柄等の管理が行えること。

16
家族情報を登録することにより、扶養手当認定情報、税控除情報及び共済被扶養者の資格取得・
喪失が自動処理すること。

17 扶養手当認定情報が取り消された場合は、取消理由を登録できること。

18 家族の異動履歴を持つことができること。

19 住所、本籍、連絡先の管理ができ変更履歴を持つことができること。

20 住所の入力は郵便番号で検索が可能なこと。また、任意の住所コード体系を構築可能なこと。

21 住所は、住民票住所と居住地を仕分けして管理ができること。

22
職種、身分、職名、職位、階級、職務等の身分を表現するものは、１職員に５種類以上あり履歴
化できること。また履歴のコード化が困難な事を想定し、名称を直接入力ができること。

23
職種、身分、職名、職位、階級、職務等の身分を表現するものは、兼務等を考慮し同時に複数を
保持できるように考慮されていること。

24 配属先は履歴化されていること。

25 障害情報が件数の制限なく管理できること。

26
個人情報は各データをＣＳＶ形式のファイルに出力できること。
また、指定する基準日時点で有効なデータを指定できること。

27
基準日時点で保有するデータを一人１行にまとめてＣＳＶ形式のファイルに出力できること。現
職者、退職者の別も出力時に指定できること。

28
期末手当、勤勉手当、期末手当差額、勤勉手当差額を共済用履歴書に反映できること。また、金
額は給与システムの計算結果を使用すること。（改めて入力が不要であること）

29 共済組合用の組合員期間等証明証を印刷できること。

30 市町村職員共済組合資格証明を印刷できること。

31 勤怠 休暇及び休業は種類を問わず、全て登録可能であること。

32 複数日に渡る休暇休業を一括登録できること。

33 分単位の休暇を取得ができること。

34 休暇休業と登録することにより、在職除算月数を自動算出できること。

35 休暇休業の取得理由毎に除算率を設定できること。

36 疾病による休暇は、疾病名を登録できること。

37 課別、職種別、男女別、年度別等の年次休暇の統計データがリアルタイムで出力できること。

38
他社の勤怠管理システムで出力したデータを取り込めること（職員番号による紐付け、取込可能
なレイアウトへの加工などにより取り込める場合を含む。）。

39 採用
新規採用データは、ＣＳＶ形式のファイルで一括して取り込むことができること。また、画面か
らも追加・修正・削除ができること。手当・控除等の共通設定情報を一括で設定できること。

40 新規採用データは、画面から追加・修正・削除ができること。

41
基本情報・各種履歴（前歴・学歴等）より、経験年数換算表に対応した初任給決定がシステム上
で自動的に可能であること。（計算結果は手動で修正が可能なこと。）

42 経験年数換算は年数に応じて3号俸分の年数、4号俸分の年数等仕分けが可能なこと。

43
決定した初任給、採用年月日、職種、年齢等から次期昇給期以後の昇給号数について計算がで
き、昇給、昇格情報に必要な情報が反映できること。

44
初任給決定に使用する各種係数はパラメ－タ化（外部情報）されており、改正時にも容易に変更
可能であること。

45 採用辞令の発令、昇給予定の自動算出及び有給休暇の自動付与はできること。



46
新規採用者の採用辞令は自動作成できること。
採用辞令は、本庁から出向する場合、本庁以外で採用する場合、派遣させる場合、派遣を受ける
場合を考慮すること。

47 採用辞令の条件が変更された場合もの改修無しで対応できること。

48
新規採用者に給与計算で必要なデータ（税表、口座情報等）が登録されているかチェックできる
仕組みが用意されていること。

49 再任用 再任用中職員、退職者の職員基本情報を引継いで再任用対象者として登録が行えること。

50 再任用発令を作成できること。新規再任用と継続再任用の発令を作り分けられること。

51 再任用職員として登録した内容は、職員台帳に反映すること。

52
会計年度任
用

会計年度任用職員の任用辞令を作成ができること。（辞令文言は正規職員と異なることを考慮す
ること）新規任用と継続任用の発令を作り分けられること。

53 昇給 職の異動に伴い昇格する場合、対象者を抽出し昇格処理を行えること。

54 昇任・昇格に伴う異動処理を行えること。

55 給料表・各種係数は履歴管理（適用期間）ができること。

56 給与改定は、自動的に各個人の履歴に反映すること。

57 給与改定通知書が作成できること。

58 給与改定前と後の金額を保持できること。

59

人件費積算の参考資料として、基準日時点の級別資格基準表に該当する職員のリストとして出力
できること。また、シミュレーション機能として、経験年数と在級年数に一方の条件を満たす場
合と両方の条件を満たす場合の選択、採用前歴を含めるかの選択がリスト出力時に選択できるこ
と。

60 昇任・昇格情報を登録・管理できること。

61
昇任・昇格後、昇任・昇格者情報を職員台帳情報（履歴情報、昇給経過情報）に反映できるこ
と。

62
各職員の昇給判定情報に関し、CSV等の汎用的な形式で作成した情報を取り込むことができるこ
と。（取込対象項目：職員番号、判定結果（A、B、C等））

63 昇給抑制情報、昇給判定情報に基づき、昇給号給数を自動設定できること。

64 給料表・各種係数は履歴管理（適用期間）ができること。

65 自動昇給昇格以外に号給を直接指定しての昇給も可能であること。

66
昇給予定および給与改定は、給与の予算シミュレーションの結果に自動的に積算、反映するこ
と。

67 昇給、昇格、給与改定、降格など処理に応じた発令文が自動生成できること。

68 独自削減後の額で昇給発令を自動作成できること。

69 一回の昇給で複数の昇給理由がある場合は昇給理由数分の辞令を自動作成できること。

70 確定した昇給情報の発令通知書を作成、帳票出力・データ出力できること。

71 昇給情報に基づき、昇給昇格調書を作成できること。

72 昇給後、昇給情報を職員台帳情報（履歴情報、昇給経過情報）に反映できること。

73
同日付で複数理由での昇給が有った場合、理由毎の昇給発令が作成するか、最終的な級号で作成
するかを選択できること。

74 処分 処分情報が管理できること。

75 処分事由、処分期間、処分機関を管理できること。

76 処分、分限の辞令書を作成できること。

77 処分発令通知書を作成できること。

78 処分のデータを人事履歴に反映するかしないかを選択できること。

79 処分後、処分情報を職員台帳情報に反映できること。

80 異動発令 共済組合用履歴書を印刷できること。

81 異動後、異動情報を職員台帳情報（履歴情報）に反映できること。

82 昇任・昇格、昇給を併せた発令を可能とし、辞令や人事記録台帳の履歴事項に記載できること。

83 発令情報は内部的に給与計算システムに連携すること。

84
発令内容を確定することで、職員情報や人事記録台帳の発令履歴が自動更新されること。手動で
作成した内容についても、同様に処理できること。

85 異動発令を人事台帳に反映させること。

86
異動発令を人事台帳に反映させた追加、修正、削除の件数を要素ごとに画面上で確認できるこ
と。（要素とは昇給、所属、職名、休職等のデータを指す）また、要素を選択することで各要素
の確認画面に遷移できること。

87
異動発令を人事台帳に反映させた箇所を画面上で確認できること。また、反映内容を調整するた
めに確認画面で人事台帳を訂正できること。

88 発令内容項目によっては、人事記録台帳の発令履歴に反映しないようにも設定できること。

89 発令文章については、発令に用いる文章を自動生成できること。

90 あて職等の兼務・併任については、主務異動処理で解除・任命処理が自動で可能であること。

91
システムが編集した辞令文は、画面上で見出しや文言パターンなどを自由に編集できること。ま
た、レイアウトも同様に自由に編集できること。

92

異動情報の登録により、自動的に発令文書が作成できること。
作成する内容は併任・兼任・兼務・出向・派遣・専従許可・採用、昇格、休職、昇給・採用・退
職・再任用・人事異動（出向・派遣含む）・休職・休業・昇給昇格・昇格、所属異動、休職、昇
給・職務、昇給、昇格

93 一度確定された発令内容について、一括訂正・個別訂正両方の処理が可能であること。

94
課内の所属異動であっても、設定した職階（職位）の発令を「する」「しない」を設定できるこ
と。

95 課内の所属異動の発令を「する」「しない」の制御を課単位で設定できること。



96 採用から退職までのすべての発令について、内容確認および追加・修正ができること。

97
職層（職位）毎に発令パターンの設定ができ、その情報を元に発令の文言を自動生成できるこ
と。

98 同一の発令内容を、複数対象者に対し、一括で発令登録できること。

99 発令の確定が行われるまでは、異動案からの発令作成は何度でも処理可能であること。

100
発令の自動作成定義（役職による発令文書設定、任命者権者設定、兼務時の文書編集方法等）
は、係数管理が可能であり利用者が任意に変更・追加が可能であること。

101 発令処理で使用する、辞令文書の雛型は利用者が任意に変更・追加が可能であること。

102
発令処理については、辞令の事由を選択することにより辞令雛型が表示され、その各文書に必要
最低限の項目【（例）職名異動の場合、職名・職位を入力　休職の場合、休職期間】を入力する
ことにより辞令内容の作成ができること。

103 発令日前に、発令内容を登録できること。

104 発令文言や順序、任命権者等を手動で訂正できること。

105 発令文書は、自動生成しプレビューできること。

106 併任・兼任・兼務・出向・派遣・専従許可の発令処理が行えること。

107
昇給・昇格における昇給発令通知書の一括出力が行えること。また、対象部局を指定して昇給発
令通知書の出力が行えること。

108 定期昇給・給与改定は一括及び個別の発令ができること。

109 確定した発令内容の辞令書が印刷できること。

110 辞令書には発令日、任命権者、発令の種類（人事or給与）が指定できること。

111 辞令書に公印がイメージで出力できること。

112 辞令書文言の発令順が容易に変更できること。

113 任命権者を複数管理することができ、人事発令に応じて機関名・氏名の出力が行えること。

114 給与システムと連動していること。

115 給料表改定における給料表切替通知書の作成が行えること。

116 兼務兼職の管理が制限なくできること。

117
現給保証対象者は自動判定され、辞令作成時に現給保証を意識せず辞令の作成が可能であるこ
と。

118 最終的な異動案は、基本データに一括更新できること。

119 作成された辞令文の手修正が可能であること。

120 作成された人事異動辞令は人事経歴に蓄積され、画面で確認・修正できること。

121

自動作成時の兼務・併任時の文書編集は名寄・分割のどちらでも対応可能であること。
例　名寄　○○課長兼○○係長に補する
　　分割　○○課長に補する
　　　　　兼ねて○○係長に任命する

122
辞令入力は部・課・担当までとし、辞令出力は課までの出力となること。その際、あらかじめ設
定した給与科目に自動的に割り振られること。また、手動で修正が可能なこと。

123 辞令簿の作成ができること。

124
所属・職名異動の場合、総務課課長・総務課長といった編集がコード等の管理により自動編集で
きること。

125 人事異動確定後、異動後の人事情報は、給与業務に反映されて各種支給額計算が行われること。

126 人事異動時に組織改正がある場合の辞令内容が帳票に反映できること。

127
定期異動・機構・職名等の情報は、共通事務処理システム等他システムに取り込みが行えるデー
タの出力が可能であること。

128 同一所属内で昇格した場合の在課年数については、昇格前から通算できること。

129

異動結果で管理職手当を切り替えられること。級や職名等の職情報を判定して管理職手当を決定
し、現在の管理職手当と差異がある職員を可視化できること。そのうえで、適用するか利用者が
判断できること。（級や職名等の職情報が管理職手当の粒度と同一ではないことを想定していま
す）

130 異動入力後に係を確定入力する機能があること。

131 異動 入力 異動案画面での主務異動時は、自動的に兼務・併任が解除されること。

132
異動案画面での職員異動入力は、玉突き式（前任者・後任者設定）が可能であり、前任者の役職
等の継承選択が可能であること。

133 異動案画面で兼務・併任の解除は対象を選択しボタン操作のみで行えること。

134
異動案画面で発令異動の他に配置上の配属（発令上は課、配置上は係）も同様の操作で可能であ
ること。

135 異動案画面にはその発令日時点の退職予定者は、退職者として画面に表示されること。

136 異動案画面上で転入者・転出者・未配属者の確認が可能であること。

137
異動案画面上に、新規採用職員を表示できること。また。当該処理で登録した情報は、新規採用
職員入力の内容と連動すること。

138
異動案画面上に、新規再任用職員を表示できること。また。当該処理で登録した情報は、再任用
職員入力の内容と連動すること。

139
異動案画面上で転入する際に、予め登録している親族情報や人間関係の情報を読み取り、確定前
に確認メッセージを表示し注意を促せること。

140 異動前・異動後の状況を同時に画面上で比較できること。

141 画面上で部、課、係等の単位で仮の配置状況が確認できること。

142

各発令内容については予定としての入力が可能であり、確定処理等を行なうことで本履歴として
登録され、基本情報に反映すること。（所属・職名・職位・補職・給料情報・配属年月日・任用
年月日等）また、予定内容については一括で取消しが行なえること。また、予定内容・確定内容
とも同様の辞令書・辞令原簿・読み上げ表・異動通知書（内示表）・辞令内容確認リスト等の帳
票が作成できること。



143 機関・部局を跨いだ人事異動処理が行えること。

144 機関・部局毎に各々独立して人事異動処理が行えること。

145 機構改革等で複数の職員を一度に異動させることができること。

146 給与月例処理中でも新規採用登録、異動作業ができること。

147 兼務併任の数に制限がないこと。

148 指定した職員の履歴を人事異動処理画面と同時に確認・参照できること。

149 所属情報から予算費目の自動決定ができること。

150 人事異動については、複数の異動日の異動案を持つことが可能であること。

151
異動案をシステム以外のプロセスで作成した場合、異動結果登録に特化した入力画面が用意され
ていること。

152 帳票 内示書・辞令の作成は、人事異動案から自動で行えること。また、随時訂正が可能であること。

153 異動者一覧（異動前後表）、職員配置表の作成ができること。

154
人事異動案作成のための、配属後年数一覧表、昇任後年数一覧表、年次ごとの昇任予定者一覧
表、管理職の退職予定一覧等の作成ができること。

155 同一所属在勤年数を指定して異動候補者リストの作成が行えること。

156 同一級年数を指定して異動候補者リストの作成が行えること。

157 異動前・後の確認ができる新旧対象表が作成できること。

158
出入表を作成できること。出入表には１つのポストに対して元の職員と新しい職員が対になって
表現され、それぞれの職員の異動先と異動元も同時に出力されていること。また、例外的な異動
を想定し、同等のデータを含むＣＳＶ形式のファイルを出力できること。

159

異動前の準備資料として、
・職層（部長級、課長級等）別年齢別職員一覧
・在課年数一覧
・在級（給料の級）年数一覧
が出力できること

160 機構改革 機構を履歴管理でき、基準日を指定することで基準日時点の組織構成を確認できること。

161 組織の名称やコードが変わっていても、職員の在課、在籍歴を通算できること。

162 組織改正のデータを登録でき、それらの異動案は一括して作成できること。

163 組織改正後の配置で人事異動シュミレーションが行えること。

164
組織機構改革の際は、自動的に異動処理及び発令処理できること。なお、辞令書発行及び発令履
歴への反映は任意に選択が可能なこと。

165 人事考課 所属、職名等で、職員が受けるべき評価を抽出、割り当てができること。

166 入力画面は専用のものとし、作業に必要な項目のみ表示し入力し易い画面構成とすること。

167 年度途中での異動があった場合、それぞれの所属にて各作業が出来ること。

168 退職
任意の条件に合致する退職者及び退職予定者の抽出、及び画面での参照が可能であり、また一覧
表を作成できること。

169 退職予定者一覧を出力できること。

170 定年退職情報に基づき、定年退職予定者名簿を作成できること。

171 将来退職手当支給率が改正された場合に、支給率の変更を行えること。

172
退職手当の計算が行えること。なお、基本額（退職日の給料の月額×退職別理由・勤続年数別支
給率）については自動計算、調整額(手計算）については別途ユーザー側で入力できること。

173 退職手当について休職･停職等による減額計算が行えること。

174
設定日以降に退職予定の職員の退職手当を計算できること。また、退職手当の算出結果について
一覧表で出力が可能なこと。

175 退職手当に係る税額等を自動計算できること。また、計算書が出力可能なこと。

176 所得税・住民税の情報の計算・登録・管理・控除ができること。

177 その他控除（共済組合貸付金控除等）の控除ができること。

178 定年退職者及びそれ以外(普通退職、勧奨退職等)の退職者の発令を行うことができること。

179
退職事由毎に退職辞令を自動作成できること。また、出向、派遣者については採用時の部局に戻
す辞令も自動作成できること。

180 退職の発令通知書を作成できること。

181 退職後、退職情報を職員台帳情報（履歴情報、昇給経過情報）に反映できること。

182 定員管理
定員管理用の部門、職種、地位を個人毎に設定することができること。また、人事異動があった
職員を自動変換できること。

183 定員管理調査用に個人データを修正できること。（調査用）

184 定員管理調査の補助資料を作成できること。 (部門別職員数、職種別職員数、地位別職員数)

185 個人番号 個人及び扶養者の個人番号を登録することができること。

186 個人及び扶養者の個人番号を一括登録することができること。

187 登録されているデータは暗号化等のセキュリティ対策がされていること。

188 アカウントごとに、個人番号へのアクセス制限ができること。

189
個人番号を取り扱う際に、個人番号専用ログを出力できること。ログの内容は、誰が、いつ、誰
の個人番号を、どの機能で、何を行った（照会、更新、削除）を残すこと。
また、ログは出力することができること。

190 個人番号情報をＣＳＶファイルで、出力・取込ができること。

191
個人番号の登録状況を確認するための、チェックリストが出力できること。（状況確認に機能を
限定し、個人番号の出力は行わない）

192 保存年限を超過した個人番号を物理的に一括破棄する機能があること。


